
笛吹みんなの広場駐車場整備測量設計用地調査業務委託 

特記仕様書

第１章 総 則 

第１条 適 用 

本仕様書は、山梨県県道整備部設計業務等共通仕様書（以下「共通仕様書」）で定

める特記仕様書で、笛吹市の発注する「笛吹みんなの広場駐車場整備測量設計用地調

査業務委託」に適用する。 

第２条 設計範囲 

本業務範囲は、別添図面に示すとおりである。 

第３条 履行期間 

履行期間は請負契約書に記載されている期日を遵守するものとする。 

第４条 仕様書及び標準仕様書 

 受注者は本仕様書及び設計書に従い、関係法令を遵守し、この契約を（約款及び設

計図書を内容とする業務の委託契約をいう。）を履行しなければならない。 

 また、業務実施にあたっては、本仕様書のほか、設計業務共通仕様書（山梨県県土

整備部）ならびに関係指針等を適用するものとする。 

第２章 業務内容 

第５条 業務の目的 

 本業務の目的は、笛吹市石和町における測量・設計・補償調査業務を行うものとす

る。 

測量業務   ： 路線測量 L=0.1km、用地測量 A=0.4 万㎡ 

設計業務   ： 実施設計 一式 

補償調査業務 ： 建物等の調査 一式 

第６条 現地踏査 

 地形、地質、地物、植生、沿線の土地利用・交通の現況等の状況を把握するために

現地調査を行うこととする。 



第３章 調査 

 第７条 調査及び測量 

   調査及び現地踏査を実施する場合は、事前に発注者に報告を行い現地に立ち入るも

のとする。 

   また、作業等を行う段階では、近隣住民への事前周知を行うものとする。 

 

第４章 その他 

 第８条 成果品の提出 

   提出する成果品は２部とし、その他に次のものを提出するものとする。 

① 報告書 

② 設計図面 

③ 用地補償成果表 

④ 電子データ（CD-R） 

 

 第９条 成果品の照査 

   本業務における基本事項の照査は、設計業務共通仕様書の規定に基づき実施するも

のとし、照査計画については、監督員が承諾した計画に基づき成果品を照査しなけれ

ばならない。 

   また、監督員は節目毎に照査報告の確認及び提出を求めることができるものとする。

なお、本業務完了後には、照査報告書を提出するものとする。 

 

 第１０条 成果品に対する責任の範囲 

   受注者は本業務の完了後といえども、受注者の失策または不備が発見された場合は

速やかに図書の訂正をしなければならない。これに要する経費は受注者の負担とする。 

 

 第１１条 その他 

   受注者は、その他発注者が必要とする資料、図書等については速やかに作成するも

のとする。 

 

 

 

 


